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■
問
い
合
わ
せ

　
保
健
福
祉
部 

介
護
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
(

65歳
以上の方
　 

介
護
保
険
料
を
お
忘
れ
な
く
！

年額保険料 区分

28,200 円
第１段階

第２段階

42,300 円 第３段階

51,300 円 第４段階
(4-1)

56,400 円
( 基準額 )

第４段階
(4-2)

65,400 円 第５段階

70,500 円 第６段階

84,600 円 第７段階

合計所得金額が

　１２５万円未満である

　１２５万円を超えて１９０万円
　未満である

　１９０万円以上である

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

い
い
え

い
い
え

い
い
え

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

同
じ
世
帯
に
市
民
税
を
納

め
て
い
る
方
が
い
る

 老齢福祉年金を受給している

 合計所得金額＋課税年金収入 
 額が 80 万円以下である

 合計所得金額＋課税年金収入
 額が 80 万円以下である

市
民
税
を
納
税
し
て
い
る

あ
な
た
の
介
護
保
険
料
は
…
？

（やまだちはる・郡山市）

田村市の安心と安全を多く
の方に知っていただけるよ
うに頑張ります。

（あんぜみどり・船引町）

田村市の魅力を全力でＰＲ
します。

（にったしほ・大越町）

全国に田村市を知ってもら
えるように頑張っていきた
いと思います。

（えんどうみき・大越町）

笑顔で田村市の魅力を伝え
ます。

第５代  田村市観光キャンペーンクルー

 わたしたちが”たむら”の魅力をＰＲします

遠藤美紀さん 新田史歩さん 安瀬みどりさん 山田千春さん

　第５代田村市観光キャンペーンクルー選考会
を６月８日、市役所で行いました。
　志村副市長を審査委員長に、審査委員５人が
応募者の書類審査や面接を行いました。
　選考の結果、４人を第５代田村市観光キャン
ペーンクルーに選びました。クルーは６月８日
～平成２８年６月３０日までの任期で、各種イ
ベントや行事などに参加し、市の観光ＰＲを行
います。

第５代キャンペーンクルーと第４代キャンペーンクルー、審査委員の皆さん

Miki  Endo Siho Nitta Midor i  Anze Chiharu Yamada

介
護
保
険
料
の
納
め
方

　

納
め
方
は
特
別
徴
収
と
普
通

徴
収
の
２
通
り
に
分
か
れ
ま
す
。

　
特
別
徴
収

　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の

方
は
、
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
年
６
回

の
年
金
定
期
支
払
い
の
と
き
、

そ
の
受
給
額
か
ら
介
護
保
険
料

が
あ
ら
か
じ
め
差
し
引
か
れ
ま

す
。(

老
齢
福
祉
年
金
、
恩
給
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

　

※
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上

で
も
納
付
書
で
納
め
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

次
の
場
合
な
ど
は
、
特
別
徴

収
に
切
り
替
わ
る
ま
で
一
時
的

に
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

●
年
度
の
途
中
で
65
歳(
第
１
号

被
保
険
者
）
に
な
っ
た
と
き

●
年
度
の
途
中
で
他
市
町
村
か

ら
転
入
し
た
と
き

●
収
入
申
告
の
や
り
直
し
な
ど

で
、
所
得
段
階
の
区
分
が
変
更

82
ー
１
１
１
５

に
な
っ
た
と
き

●
年
度
の
途
中
で
年
金
の
受
給

が
始
ま
っ
た
と
き

　
普
通
徴
収

　

年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の

方
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で

納
め
ま
す
。

●
口
座
振
替
に
す
る
と
、
納
め

る
手
間
が
か
か
ら
ず
納
め
忘
れ

の
心
配
も
な
く
な
り
ま
す
。

　

希
望
す
る
方
は
、
金
融
機
関

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
の
減
免

　

旧
警
戒
区
域
お
よ
び
旧
緊
急

時
避
難
準
備
区
域
に
住
民
登
録

（
23
年
３
月
11
日
現
在)

が
あ
る

方
を
対
象
に
減
免
し
ま
す
。

●
免
除
対
象

　
26
年
度
介
護
保
険
料
全
額(

65

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者)

。

た
だ
し
、
合
計
所
得
金
額
が

６
３
３
万
円
を
超
す
第
１
号
被

保
険
者(

旧
警
戒
区
域
の
被
保
険

者
は
除
く)

は
、
26
年
度
相
当
分

の
保
険
料
額
で
あ
っ
て
、
26
年

４
月
分
か
ら
９
月
分
ま
で
に
相

当
す
る
期
割
算
定
額
。

●
対
象
区
域

　

都
路
町
全
域
、
常
葉
町
堀
田

地
区
お
よ
び
山
根
地
区
、
船
引

町
横
道
地
区

●
そ
の
他

　
免
除
の
申
請
は
不
要
で
す
。

保
険
料
を
納
め
な
い
と
…

●
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費

用
の
全
額
を
い
っ
た
ん
自
己
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
申

請
に
よ
り
保
険
給
付
分
の
９
割

を
払
い
戻
し
ま
す
。

●
１
年
６
カ
月
以
上
滞
納
す
る
と

　

介
護
保
険
給
付
の
一
部
ま
た

は
全
額
が
、
一
時
的
に
差
し
止

め
に
な
り
ま
す
。

●
２
年
以
上
滞
納
す
る
と

　

介
護
保
険
利
用
者
負
担
が
１

割
か
ら
３
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
、

介
護
保
険
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。


